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□
条
例
改
正
等

○
白
浜
町
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例

　

地
方
税
法
及
び
地
方
法
人
特
別
税

等
に
関
す
る
暫
定
措
置
法
の
一
部
改

正
に
と
も
な
う
関
係
規
定
の
改
正

○
白
浜
町
立
学
校
施
設
使
用
条
例
等

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

平
成
26
年
４
月
か
ら
の
消
費
税
率

の
引
き
上
げ
に
と
も
な
う
使
用
料
等

に
関
す
る
関
係
規
定
の
改
正

○
白
浜
町
議
会
委
員
会
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例

　

委
員
会
の
定
数
等
の
変
更
に
と
も

な
う
条
例
の
一
部
改
正

○
白
浜
町
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
及
び

費
用
弁
償
等
に
関
す
る
条
例
の
制
定

　

議
会
議
員
の
議
員
報
酬
及
び
費
用

弁
償
等
の
必
要
な
事
項
を
定
め
る
条

例
の
制
定

○
白
浜
町
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　

55
歳
を
越
え
る
職
員
の
昇
給
の
基

準
の
改
正
に
と
も
な
う
関
係
規
定
の

改
正

□
補
正
予
算

○
平
成
25
年
度
白
浜
町
一
般
会
計
補

正
予
算
（
第
７
号
）

　

既
定
の
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額

に
６
千
６
７
６
万
２
千
円
を
追

加
し
、
歳
入
歳
出
予
算
総
額
を

１
３
４
億
１
千
３
２
７
万
円

　

主
な
補
正
内
容
は
次
の
と
お
り
で
す
。

（
単
位　

万
円
未
満
四
捨
五
入
）

【
総
務
費
】

・
果
川
市
バ
レ
ー
ボ
ー
ル
交
流
団
来

町
事
業

33
万
円

【
民
生
費
】

・
障
害
者
自
立
支
援
給
付
事
業

３
千
５
６
９
万
円

・
障
害
児
施
設
措
置
事
業

７
０
０
万
円

・
地
域
生
活
支
援
事
業

△
２
７
３
万
円

・
精
神
障
害
者
通
院
等
給
付
事
業49

万
円

・
通
院
費
補
助
事
業

15
万
円

・
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業

５
５
７
万
円

 
平
成
25
年
第
４
回
定
例
会

         　
　
12
月
４
日
～
17
日

　白浜町議会平成２５年第４回（１２月）定例会は、
１２月４日招集、１４日間の会期で開催しました。
　当局から提案された案件は、専決処分４件、条例改
正５件、一般会計、特別会計補正予算３件、報告２件、
諮問１件、その他の案件６件、また、議会提出案件は
４件でした。
　平成２４年度白浜町一般会計、特別会計歳入歳出決
算認定等１１件については、委員会審査報告どおり意
見を付して認定しました。また、意見書案の否決が１
件ありましたが、その他の案件についてはすべて可決
承認しました。
　定例会２日目から３日目には一般質問が行われ、９
議員が登壇し、町長及び教育長に質問をしました。
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平成２４年度白浜町一般会計、
　　　　特別会計歳入歳出決算を認定



３ NO. ●

・
保
育
士
等
処
遇
改
善
臨
時
特
例
事
業

２
９
２
万
円

・
ひ
と
り
親
家
庭
医
療
扶
助
事
業

３
９
０
万
円

・
公
益
財
団
法
人
白
浜
医
療
福
祉
財

団
補
助
事
業

１
千
２
５
６
万
円

・
各
種
検
診
事
業

２
３
０
万
円

【
衛
生
費
】

・
焼
却
炉
燃
料
費

３
９
０
万
円

【
農
林
水
産
業
費
】

・
安
居
用
水
路
測
量
委
託
業
務

１
９
０
万
円

・
湯
崎
漁
港
防
潮
堤
概
略
設
計
委
託
業
務

１
７
０
万
円

・
綱
不
知
漁
港
機
能
保
全
計
画
作
成

委
託
業
務

△
３
７
０
万
円

・
海
岸
保
全
施
設
整
備
事
業△

３
千
万
円

・
湯
崎
浜
広
場
管
理
事
業

７
５
９
万
円

【
観
光
費
】

・
白
浜
町
テ
ニ
ス
コ
ー
ト
整
備
事
業

３
０
１
万
円

【
土
木
費
】

・
道
路
照
明
修
繕
事
業

60
万
円

・
車
輌
修
繕
料

１
３
４
万
円

・
舟
木
谷
川
浚
渫
事
業

１
６
０
万
円

・
下
水
道
事
業
特
別
会
計
繰
出
金

７
０
０
万
円

【
災
害
復
旧
費
】

・
農
林
水
産
業
施
設
災
害
復
旧
事
業

１
１
５
万
円

・
公
共
土
木
施
設
災
害
復
旧
事
業

１
１
０
万
円

○
平
成
25
年
度
白
浜
町
国
民
健
康
保
険

事
業
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
２
号
）

　

既
定
の
歳
入
歳
出
予
算
の

総
額
に
９
８
１
万
３
千
円
を
追

加
し
、
歳
入
歳
出
予
算
総
額
を

34
億
４
千
４
６
５
万
１
千
円

○
平
成
25
年
度
白
浜
町
下
水
道
事
業

特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
２
号
）

　

既
定
の
歳
入
歳
出
予
算
の

総
額
に
３
０
０
万
円
を
減
額

し
、
歳
入
歳
出
予
算
総
額
を

８
億
６
千
７
１
０
万
９
千
円

□
工
事
請
負
契
約
の
一
部
変
更
に
つ

い
て

○
白
浜
町
テ
ニ
ス
コ
ー
ト
整
備
（
そ

の
１
）
工
事
に
か
か
る
契
約
の
一
部

変
更

　

工
事
量
の
変
更
に
よ
る
契
約
金
額

の
増
額

【
契
約
金
額
】

　

５
千
37
万
９
千
円
を
増
額
し
、

２
億
８
千
85
万
４
千
円

【
変
更
理
由
】

・
暴
風
柵
設
置
工
の
追
加

・
ブ
ロ
ッ
ク
塀
の
経
年
劣
化
に
よ
る

ス
タ
ン
ド
部
分
の
塗
装
下
地
処
理

・
既
設
倉
庫
の
経
年
劣
化
に
よ
る
鉄

骨
補
強
及
び
塗
装
工
、
引
戸
の
改
修

・
転
落
防
止
柵
の
取
り
付
け

○
白
浜
町
テ
ニ
ス
コ
ー
ト
整
備
（
そ

の
２
）
工
事
に
か
か
る
契
約
の
一
部

変
更

　

工
事
量
の
変
更
に
よ
る
契
約
金
額

の
増
額

【
契
約
金
額
】

　

７
８
１
万
２
千
円
を
増
額
し
、

２
億
５
２
１
万
２
千
円

【
変
更
理
由
】

　

テ
ニ
ス
コ
ー
ト
駐
車
場
に
お
い
て

塗
装
箇
所
の
経
年
劣
化
が
見
ら
れ
、

国
体
の
開
催
、
合
宿
や
大
会
等
の
誘

致
活
動
を
行
っ
て
い
く
う
え
で
、
改

善
が
必
要
と
考
え
、
ア
ス
フ
ァ
ル
ト

塗
装
工
を
追
加
。

□
富
田
共
有
財
産
組
合
委
員
の
選
任

に
つ
い
て

　

次
の
方
を
同
意
し
ま
し
た
。

（
敬
称
略
）

　

・
南
み
な
み　

　

勝か
つ

弥や

（
白
浜
）

　

・
柏か
し

木わ
ぎ　

幸ゆ
き

王お
う

（
富
田
）

　

・
栗く
り

山や
ま　

章
し
ょ
う

道ど
う

（
富
田
）

　

・
脇わ
き

本も
と　

敏と
し

功の
り

（
富
田
）

□
人
権
擁
護
委
員
の
推
薦
に
つ
い
て

　

次
の
方
を
適
任
と
し
ま
し
た
。

（
敬
称
略
）

　

・
堅か
た

田た　

チ
ヤ
子こ

（
白
浜
）
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問
　
　

白
浜
町
の
50
年
の
歴
史
の

な
か
で
、
白
浜
町
の
顔
が
ず
い

ぶ
ん
変
わ
っ
て
き
た
。
温
泉
の

時
代
、
新
婚
旅
行
の
時
代
、
家

族
旅
行
の
時
代
、
白
良
浜
で
の

海
水
浴
の
時
代
。
次
の
白
浜
町

は
ど
の
よ
う
な
時
代
な
の
か
。

お
も
に
外
国
人
観
光
客
の
動
向

に
あ
わ
せ
た
娯
楽
、
買
物
、
医

療
の
受
け
皿
づ
く
り
が
必
要
で

あ
る
と
考
え
る
が
い
か
が
か
。

　
　
「
世
界
に
誇
れ
る
観
光
リ

ゾ
ー
ト
白
浜
町
」
の
実
現
に
向

け
て
、
さ
ら
な
る
努
力
と
創
意

工
夫
が
必
要
で
あ
る
と
と
も
に
、

ス
ポ
ー
ツ
合
宿
や
体
験
旅
行
の

誘
致
を
推
進
し
て
い
き
た
い
。

　

外
国
人
観
光
客
誘
致
対
策
に

つ
い
て
は
、
ご
提
案
の
こ
と
も

含
め
て
研
究
し
て
い
く
必
要
が

あ
る
と
考
え
る
。

　
　

国
土
強
靭
化
法
が
成
案
と

な
り
、
地
震
津
波
被
害
が
想
定

さ
れ
る
地
域
に
は
相
当
額
の
予

算
措
置
が
考
え
ら
れ
る
な
か
、

町
の
対
応
が
急
が
れ
る
。ま
た
、

ほ
か
の
地
域
に
先
駆
け
て
予
算

の
確
保
が
急
務
で
あ
る
。

　
特
に
、
津
波
に
対
し
て
は
被

災
歴
も
あ
り
、
対
策
が
練
り
や

す
い
。
ま
ず
高
台
に
避
難
す
る

た
め
の
避
難
路
の
整
備
が
第
一

で
あ
る
が
、
河
口
で
津
波
を
直

接
防
ぐ
こ
と
も
あ
わ
せ
て
考

え
、
防
潮
堤
の
建
設
等
、
津
波

か
ら
町
民
を
守
り
切
る
こ
と
を

優
先
す
る
の
が
大
事
で
あ
る
と

考
え
る
が
い
か
が
か
。

　
　

国
土
強
靭
化
法
に
と
も
な

う
具
体
的
な
施
策
に
つ
い
て

は
、
事
業
メ
ニ
ュ
ー
が
多
岐
に

わ
た
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、

実
施
方
針
、
施
策
の
策
定
等
を

検
討
し
た
い
。

　

町
が
補
助
を
受
け
て
実
施
で

き
る
事
業
と
、
実
施
で
き
な
い

巨
額
の
予
算
が
と
も
な
う
事
業

に
つ
い
て
は
、
国
の
支
援
、
国

策
の
事
業
等
を
活
用
し
な
け
れ

ば
町
単
独
で
は
厳
し
い
と
考
え

て
い
る
。

　

町
と
し
て
、
住
民
や
観
光
客

答

の
皆
さ
ま
の
命
を
守
る
た
め
に

あ
ら
ゆ
る
可
能
性
を
模
索
し
な

が
ら
検
討
し
た
い
。

　
　

白
浜
町
有
財
産
の
価
値
を

見
直
し
、
よ
り
効
率
の
よ
い
資

産
運
用
を
考
え
る
べ
き
だ
と
考

え
る
。

　
不
動
産
に
お
い
て
は
、
乱
開

発
を
防
ぎ
、
ま
た
、
水
源
地
の

涵か
ん

養よ
う

の
た
め
に
所
有
す
る
必
要

は
あ
る
が
、
ほ
か
は
賃
貸
、
売

却
、
交
換
等
、
い
ろ
い
ろ
な
面

か
ら
精
査
し
、
有
利
な
選
択
を

進
め
る
べ
き
だ
と
考
え
る
が
い

か
が
か
。

　
　

町
有
財
産
の
見
直
し
に
つ

い
て
は
、
土
地
を
貸
付
し
て
、

賃
貸
収
入
を
得
る
ほ
う
が
よ
い

の
か
、
そ
れ
と
も
、
売
却
し
た

ほ
う
が
よ
い
の
か
、
ど
ち
ら
が

町
に
と
っ
て
有
益
に
な
る
の
か

を
今
後
も
検
証
し
て
い
き
た
い
。

平
成
25
年
第
４
回
定
例
会
一
般
質
問
（
登
壇
順
）
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（安久川防潮堤）

問

玉
た ま き

置　一
はじむ

　議員
（一問一答）

・観光白浜の今後の活性化と展望

・白浜町有財産の見直しと効率化
・防災について

答答

問答



答

　
　
高
速
道
路
工
事
車
両
の
通

行
量
が
多
く
、
中
芝
で
の
農
地

耕
作
者
や
塩
野
方
面
か
ら
の
買

い
物
に
来
ら
れ
る
方
の
安
心
、

安
全
な
歩
道
橋
の
整
備
に
つ
い

て
、町
の
対
策
と
進
捗
状
況
は
。

　
ま
た
、
平
成
26
年
度
で
工
事

発
注
さ
れ
る
の
か
ど
う
か
。

　
　

歩
道
橋
整
備
は
、
国
の
事

業
で
あ
り
、ボ
ー
リ
ン
グ
調
査
、

実
施
設
計
、
用
地
買
収
へ
と
事

業
が
進
ん
で
お
り
、
引
き
続
き

工
事
を
発
注
す
る
と
聞
い
て
お

り
、
平
成
26
年
度
で
の
工
事
発

注
も
考
え
ら
れ
る
。

　
　

崩
落
寸
前
の
旧
日
置
大

橋
に
つ
い
て
計
画
が
進
め
ら

れ
て
い
る
の
か
。
撤
去
要
望

等
、
県
と
協
議
が
で
き
て
い
る

の
か
。

　
　

歩
道
橋
設
置
要
望
と
同

時
期
に
県
へ
要
望
を
行
っ
て

お
り
、
国
の
歩
道
橋
設
置
と
併

せ
て
、
旧
橋
を
撤
去
す
る
と
の

協
議
が
で
き
て
い
る
。

　
　

殿
山
ダ
ム
水
利
権
更
新
に

と
も
な
う
庁
内
検
討
委
員
会
の

取
り
組
み
状
況
は
。
ま
た
庁
内

一
丸
と
な
っ
て
の
取
り
組
み
は

で
き
て
い
る
の
か
。

　
　

現
在
、
水
利
権
更
新
に
向

け
て
庁
内
検
討
委
員
会
を
中
心

に
取
り
組
ん
で
い
る
。今
後
は
、

町
が
一
丸
と
な
っ
て
取
り
組
ん

で
い
き
た
い
。

　
　

住
民
の
意
見
も
十
分
聞
け

る
地
区
懇
談
会
を
早
急
に
開
催
し

て
い
た
だ
き
た
い
が
い
か
が
か
。

　
　

日
置
川
区
長
会
に
も
相
談

を
さ
せ
て
も
ら
い
、
調
整
を
図

り
な
が
ら
開
催
し
て
い
き
た
い
。

　
　

水
利
権
更
新
協
議
会
の
設

置
は
い
つ
ご
ろ
予
定
を
さ
れ
て

い
る
の
か
。

　
　

検
討
委
員
会
と
し
て
は
、

平
成
26
年
３
月
の
町
議
会
議
員

選
挙
後
の
３
月
末
ま
で
に
設
立

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え

て
い
る
。

　
　

日
置
川
事
務
所
に
町
道
維

持
補
修
費
も
距
離
の
割
合
に
あ

わ
せ
て
33
％
を
持
た
せ
、
速
や

か
な
対
応
が
で
き
る
よ
う
に
し

て
、
日
置
川
事
務
所
へ
の
道
路

維
持
補
修
費
の
予
算
措
置
を
提

言
す
る
が
い
か
が
か
。

　
　

道
路
維
持
補
修
費
等
の
予

算
措
置
に
関
し
て
は
、
関
係
課

と
も
調
整
を
図
り
な
が
ら
、
平

成
26
年
度
か
ら
対
応
で
き
る
よ

う
進
め
て
い
き
た
い
。　
　

問

５ NO.31

答

答問

（殿山ダム）

辻
つじ

　成
せ い き

紀　議員
（一問一答）

・日置大橋歩道橋設置について

・日置川事務所予算について
・殿山ダムについて

（歩道橋設置が望まれる日置大橋）

問

問答

問

問

答

答 答



　

行
政
執
行
の
責
任
者
で
あ

る
町
長
は
、
堅
実
な
予
算
作
成

が
大
切
で
あ
り
、ま
た
、審
議
し
、

確
定
さ
せ
る
議
会
も
慎
重
に
な

ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

平
成
25
年
６
月
議
会
で
湯

崎
地
区
漁
業
振
興
施
設
の
委

託
料
に
つ
い
て
、
補
正
予
算

が
提
出
さ
れ
、
起
立
採
決
の

結
果
、
可
決
さ
れ
た
が
、
そ
の

後
、
す
ぐ
に
管
理
委
託
料
が
変

更
に
な
っ
た
と
の
説
明
を
受

け
た
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
議

会
か
ら
付
帯
決
議
を
受
け
た

か
ら
委
託
料
を
減
額
し
た
と

い
う
言
い
訳
は
、
提
案
者
と
し

て
あ
ま
り
に
も
無
責
任
で
あ

り
、
議
会
議
決
の
重
さ
を
ど
の

よ
う
に
考
え
て
い
る
か
理
解

に
苦
し
む
。
議
会
に
は
予
算
を

修
正
提
案
す
る
権
限
は
あ
る

が
、
予
算
提
案
の
権
限
は
町
長

の
専
権
で
あ
る
。

　
近
ご
ろ
、
こ
う
い
う
こ
と
が

多
く
見
受
け
ら
れ
る
が
町
長
の

見
解
を
伺
い
た
い
。

　
　

年
間
を
通
じ
て
必
要
と
な

る
予
算
に
関
し
て
は
、
当
初

予
算
に
計
上
し
、
内
容
を
改

め
る
必
要
が
発
生
し
た
場
合

に
補
正
予
算
を
編
成
し
、
対

応
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

今
後
の
補
正
予
算
の
編
成
に

あ
た
っ
て
は
、
担
当
課
か
ら
の

十
分
な
説
明
を
求
め
る
と
と
も

に
、
多
方
面
か
ら
の
精
査
が
で

き
る
よ
う
、
事
前
調
整
に
留
意

し
、計
上
を
行
っ
て
い
き
た
い
。

　
　

文
部
科
学
省
か
ら
全
国
学

力
、
学
習
状
況
調
査
の
結
果
に

つ
い
て
、
来
年
度
か
ら
町
の
教

育
委
員
会
の
判
断
で
成
績
を
公

表
で
き
る
こ
と
が
発
表
さ
れ
た

が
、
白
浜
町
は
ど
う
考
え
て
い

る
か
。

　
　

学
校
別
の
公
表
は
、
今
の

と
こ
ろ
、
今
ま
で
ど
お
り
公
表

し
な
い
方
向
で
あ
る
。

　

学
力
テ
ス
ト
の
本
来
の
目
的

は
、「
学
力
や
学
習
状
況
を
把

握
分
析
し
、
教
育
指
導
の
充
実

や
改
善
に
役
立
て
る
」
と
い
う

こ
と
に
あ
る
。

　

し
か
し
、
市
町
村
の
判
断
で

公
表
が
可
能
と
な
っ
た
以
上
、

校
長
や
ほ
か
の
市
町
教
育
委
員

会
と
慎
重
に
論
議
し
、
方
向
性

を
出
す
必
要
が
あ
る
と
考
え
て

い
る
。

　
　

成
績
を
公
表
す
る
こ
と

に
よ
り
、
教
育
改
善
に
生
か
さ

れ
る
こ
と
も
あ
り
、
教
育
委
員

会
と
各
学
校
の
教
師
が
共
通

の
目
的
意
識
を
持
つ
こ
と
が

大
切
で
、
そ
れ
に
よ
っ
て
教
育

効
果
も
高
ま
る
と
考
え
る
が

い
か
が
か
。

　
　

教
育
は
、
信
頼
と
共
同
の

う
え
に
成
り
立
つ
と
考
え
る
。

　

教
育
委
員
会
と
学
校
が
目
的

を
共
有
し
、
共
同
し
て
教
育
の

質
を
高
め
る
努
力
を
引
き
続
き

行
っ
て
い
き
た
い
。

　
　

和
食
が
文
化
遺
産
に
登
録

さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
教
育
現

場
に
お
い
て
も
、
和
食
文
化
の

実
践
と
伝
承
教
育
が
必
要
と
考

え
る
が
い
か
が
か
。

　
　

町
内
の
各
校
で
、
調
理
実

習
等
で
、
こ
れ
ま
で
も
和
食
を

扱
っ
て
き
た
。
今
回
の
登
録
を

契
機
と
し
て
、
和
食
の
良
さ
に

改
め
て
気
づ
か
せ
ら
れ
、
誇
り

を
持
っ
て
次
世
代
に
受
け
継
ぐ

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
学
習
を

深
め
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
と
考

え
る
。

　
　

ス
ク
ー
ル
ゾ
ー
ン
に
つ

い
て
、
子
ど
も
た
ち
は
注
意
力

が
弱
い
の
で
、
人
間
優
先
道
路

と
し
て
、
規
制
す
る
必
要
が
あ

る
と
考
え
る
が
い
か
が
か
。

　
　

ス
ク
ー
ル
ゾ
ー
ン
は
、
警

察
、
公
安
委
員
会
等
と
協
議
が

必
要
で
あ
り
、
交
通
規
制
を
か

け
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
交
通

安
全
を
図
っ
て
い
く
た
め
「
通

学
路
注
意
」
の
標
識
を
設
置

し
て
、
周
知
に
努
め
て
い
る
。

答 問

６NO.31

問

答 問

答

問

答

正
ま さ き

木　秀
ひ で お

男　議員
（一問一答）

・予算編成について

・教育関係

※
こ
の
他
、
正
木
議
員
は

観
光
商
工
に
つ
い
て
質
問

し
ま
し
た
。

答 問



　
　

フ
ラ
ワ
ー
ラ
イ
ン
に
つ
い

て
は
、
観
光
、
生
活
、
命
の
道

で
あ
る
と
町
長
は
表
明
さ
れ
た

が
、
命
の
道
と
は
ど
う
い
う
意

味
か
。

　
　

旧
南
紀
白
浜
空
港
は
、
航

空
輸
送
に
お
け
る
重
要
拠
点
と

位
置
づ
け
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ

に
導
く
道
路
と
し
て
期
待
さ
れ

て
い
る
。

　

ま
た
、
生
活
面
で
は
、
緊
急

車
両
の
時
間
短
縮
、
観
光
面
で

は
各
都
市
と
の
交
流
が
活
発
化

さ
れ
、
経
済
の
発
展
に
つ
な
が

る
と
考
え
る
。　
　

　
　

志
場
商
店
付
近
で
中
断

し
、
国
体
ま
で
の
整
備
は
間
に

合
わ
ず
、「
行
き
止
ま
り
の
道
」

と
の
こ
と
で
あ
る
が
、
１
日

７
千
台
の
車
の
処
理
は
ど
う
す

る
の
か
。
国
体
ま
で
の
開
通
を

も
っ
と
要
望
し
、
実
現
へ
向
け

て
取
り
組
む
べ
き
で
は
な
い
か
。

　
　

県
か
ら
は
交
通
の
状
況
を

踏
ま
え
、
引
き
続
き
事
業
を
進

め
て
い
く
と
の
説
明
で
あ
っ
た
。

　

才
野
ラ
ン
プ
か
ら
南
紀
白
浜

空
港
ま
で
並
行
し
て
事
業
を
実

施
し
、
早
期
完
成
に
向
け
て
取

り
組
む
。

　
　

湯
崎
地
区
漁
業
振
興
施
設

や
し
ら
と
り
鶏
肉
加
工
共
同
作

業
場
等
の
情
報
は
、
す
み
や
か

に
内
部
で
十
分
検
討
し
、
方
向

性
を
出
し
て
提
案
す
べ
き
で
は

な
い
か
。

　
　

会
社
の
経
営
に
関
す
る
こ

と
は
慎
重
に
取
り
扱
う
必
要
が

あ
る
が
、
ご
指
摘
の
よ
う
に
も

っ
と
綿
密
な
協
議
や
そ
の
都
度

の
報
告
は
、
行
政
運
営
上
、
必

要
不
可
欠
で
あ
る
と
考
え
る
。

　
　

視
覚
障
害
者
が
、
安
心
し

て
暮
ら
す
こ
と
が
で
き
る
入
所

施
設
が
紀
南
地
方
に
必
要
と
考

え
る
が
、
養
護
施
設
や
特
別
養

護
施
設
の
改
良
等
に
よ
っ
て
入

所
で
き
る
よ
う
図
る
べ
き
で
は

な
い
か
。

　
　

　
　

紀
南
地
方
老
人
福
祉
施
設

組
合
の
一
室
を
視
覚
障
害
者
の

た
め
に
共
用
で
き
る
か
、ま
た
、

そ
の
一
室
を
ニ
ー
ズ
に
配
慮
し

た
環
境
に
整
え
る
こ
と
が
可
能

か
を
検
討
し
て
い
き
た
い
。

　
　

病
児
・
病
後
児
童
保
育
に

つ
い
て
は
、
全
国
的
に
も
児
童
の

人
権
に
鑑
み
、
取
り
組
む
自
治
体

が
増
え
て
お
り
、
町
と
し
て
も
取

り
組
む
べ
き
で
は
な
い
か
。

　
　

既
存
の
保
育
所
や
医
療
機

関
で
の
受
け
入
れ
は
難
し
い
の

で
、
白
浜
は
ま
ゆ
う
病
院
の
新

本
館
で
の
実
施
が
可
能
か
ど
う

か
、
今
後
、
病
院
側
と
も
十
分

に
相
談
し
な
が
ら
検
討
し
て
い

き
た
い
。

　
　

当
面
の
間
、
周
辺
市
町
と

同
様
の
補
助
を
出
し
て
取
り
組

む
べ
き
で
は
な
い
か
。

　
　

今
後
、
県
の
補
助
メ
ニ
ュ

ー
や
町
の
既
存
の
子
育
て
支

援
の
補
助
を
活
用
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
か
も
含
め
、
検
討

し
て
い
き
た
い
。

問

答

７ NO.31

答

答 問

葊
ひろはた

畑　敏
と し お

雄　議員
（一問一答）

問

（フラワーライン工事予定の安久川河口付近）

問問 答答

・フラワーラインについて

・視覚障害者の入所施設を紀南へ
・病児・病後児保育について

問答

・各種政策に関すること



　
　

前
回
の
水
利
権
更
新
の
翌

年
に
締
結
し
た
関
西
電
力
と
の

協
定
書
は
闇
協
定
で
あ
る
と

言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
来

年
の
更
新
時
に
破
棄
、
ま
た

は
、
見
直
し
を
す
べ
き
で
は
な

い
か
。

　
　

協
定
書
の
内
容
に
つ
い
て

は
、
弁
護
士
に
見
解
を
聞
い
て

い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
今
後
も

引
き
続
き
調
査
研
究
を
し
て
い

き
た
い
。

　
　

33
水
害
を
受
け
て
開
か

れ
た
ダ
ム
災
害
特
別
委
員
会

会
議
録
の
な
か
で
、
当
時
の
関

西
電
力
和
歌
山
支
店
長
が
「
河

川
の
管
理
の
こ
と
は
県
が
考

え
る
こ
と
。
会
社
は
ダ
ム
下
の

こ
と
は
考
え
て
い
な
い
。」
と

明
確
に
会
社
の
考
え
を
主
張

し
て
い
る
。
下
流
の
こ
と
を
考

え
て
い
な
い
殿
山
ダ
ム
が
日

置
川
に
建
設
さ
れ
て
い
る
が
、

ど
う
考
え
る
か
。

　
　

県
議
会
の
議
事
録
に
も
、

こ
の
こ
と
が
記
載
さ
れ
て
い

る
。
こ
う
し
た
考
え
方
が
現
在

も
あ
る
と
す
れ
ば
重
大
な
問
題

で
あ
る
が
、
旧
日
置
川
町
当
時

か
ら
何
度
と
な
く
県
当
局
並
び

に
関
西
電
力
株
式
会
社
に
対
し

て
、
操
作
規
定
の
見
直
し
や
ダ

ム
の
改
造
等
に
つ
い
て
要
望
を

し
て
お
り
改
善
に
繋
が
っ
て
い

る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。

　

引
き
続
き
、
日
置
川
地
域
の

住
民
が
安
全
で
安
心
し
て
暮
ら

せ
る
よ
う
要
望
し
て
い
き
た
い
。

　
　

平
成
25
年
６
月
議
会
で
私

の
指
摘
を
受
け
、
７
月
分
の
給

与
か
ら
休
日
出
勤
の
割
増
賃
金

分
を
支
給
し
て
い
る
と
聞
く
が

事
実
か
。

　
　

職
員
が
職
務
と
し
て
休
日

等
の
イ
ベ
ン
ト
等
に
従
事
し
た

場
合
、
当
該
イ
ベ
ン
ト
主
催
部

署
の
確
認
に
基
づ
き
、
割
増
賃

金
を
支
給
し
て
い
る
。

　
　
６
月
分
の
給
与
ま
で
は
労

基
法
37
条
に
違
反
し
て
い
た
部

分
が
あ
っ
た
と
い
う
認
識
で
よ

ろ
し
い
か
。

　
　

労
基
法
第
37
条
に
違
反
し

て
い
る
か
ど
う
か
の
検
証
に
つ

い
て
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
で
き

て
い
な
い
。

　
　
６
月
分
ま
で
の
給
与
、
賃

金
の
未
払
い
の
部
分
に
つ
い
て

支
払
う
考
え
は
あ
る
の
か
。

　
　

賃
金
に
つ
い
て
は
、
こ
れ

か
ら
は
当
然
権
利
と
し
て
主
張

し
て
い
た
だ
い
て
、
支
払
っ
て

い
く
と
い
う
こ
と
が
原
則
で
あ

る
と
考
え
る
。

　
　
近
年
景
気
が
低
迷
、
各
種

地
方
税
や
使
用
料
の
滞
納
が
ふ

え
、
差
し
押
さ
え
が
増
加
し
て

い
る
。
町
民
に
対
し
て
は
厳
し

い
取
り
立
て
を
す
る
。
一
方
み

ず
か
ら
は
給
与
、
賃
金
の
未
払

い
を
放
置
し
て
い
る
。
矛
盾
し

て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

　
　

収
税
等
に
つ
い
て
、
今
後

も
公
平
公
正
に
取
り
組
ん
で
い

く
と
い
う
方
針
に
は
、
ご
理
解

願
い
た
い
。

　

職
員
の
賃
金
の
課
題
に
つ
い

て
は
、
今
後
も
取
り
組
ん
で
い

き
た
い
。

問問

答

答

問

８NO.31

答

問

答

丸
まるもと

本　安
やすたか

高　議員
（一問一答）

問

（放流中の殿山ダム）

・殿山ダムについて

・職員の給与、賃金について

問 問答 答



９ NO.31

（借地料を支払っている状況にある町道敷の一部）

　
　

保
呂
清
掃
セ
ン
タ
ー
内
の

町
道
清
掃
セ
ン
タ
ー
線
の
一

部
も
含
め
、
借
地
料
と
し
て

９
千
１
３
３
㎡
に
年
３
５
０
万

円
を
支
払
い
し
て
い
る
が
、
衛

生
施
設
内
に
道
路
と
し
て
造
成

し
、区
画
さ
れ
町
道
認
定
を
し
、

地
目
も
公
衆
用
道
路
と
な
り
非

課
税
地
番
で
あ
り
な
が
ら
、
当

初
の
借
地
面
積
の
ま
ま
で
借
地

料
を
支
払
い
続
け
て
い
る
こ
と

に
つ
い
て
、
疑
問
を
感
じ
る
。

　
道
路
内
借
地
部
分
面
積
の
借

地
料
に
つ
い
て
は
、
借
地
所
有

者
と
協
議
し
、
無
償
も
し
く
は

借
地
期
間
中
の
み
当
該
部
分
を

買
い
受
け
、
借
地
期
間
終
了
後

に
払
い
下
げ
す
る
と
い
う
方
法

も
含
め
、
協
議
す
べ
き
で
は
な

い
か
。

　
　

当
初
か
ら
衛
生
施
設
移
転

に
と
も
な
う
施
設
用
地
、
道
路

用
地
、
ま
た
、
残
地
森
林
と
し

て
賃
借
し
て
い
る
。
平
成
18
年

の
地
籍
調
査
事
業
に
よ
り
、
現

況
に
沿
っ
た
よ
う
に
分
筆
さ

れ
、
一
部
地
目
変
更
が
な
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
。

　

町
道
認
定
は
維
持
管
理
上
の

こ
と
を
考
慮
し
た
も
の
で
、
あ

く
ま
で
施
設
内
道
路
で
あ
り
、

当
初
の
利
用
目
的
か
ら
何
ら
変

更
は
な
く
、
賃
貸
借
契
約
を
変

更
す
る
こ
と
は
考
え
て
い
な
い
。

　
　

現
在
、
当
町
に
お
い
て
機

構
改
革
を
行
っ
て
い
る
が
、
日

置
川
事
務
所
長
に
は
責
任
義
務

が
あ
り
な
が
ら
、
予
算
の
執
行

権
が
な
い
こ
と
に
つ
い
て
、
再

三
、私
も
質
問
を
し
て
い
る
が
、

一
向
に
改
善
さ
れ
て
い
な
い
。

　

日
置
川
地
域
に
お
け
る
道

路
の
維
持
管
理
や
、
農
林
水
産

業
の
施
設
、
観
光
施
設
の
維
持

管
理
に
か
か
る
部
分
、
こ
れ
ら

の
振
興
に
か
か
る
こ
と
に
小

規
模
で
も
日
置
川
事
務
所
長

に
予
算
執
行
権
を
与
え
る
べ

き
で
は
な
い
か
。

　
　

地
域
の
実
情
を
把
握
で

き
る
部
署
で
あ
る
日
置
川
事

務
所
に
お
い
て
、
道
路
管
理

等
、
地
域
に
関
連
す
る
事
務
を

実
施
で
き
る
よ
う
調
整
を
進

め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

今
後
の
事
務
権
限
の
あ
り

方
に
関
し
て
は
、
こ
う
し
た
業

務
の
実
施
状
況
等
を
見
極
め

な
が
ら
検
討
し
て
い
き
た
い
。

　
　

旧
白
浜
町
で
の
住
居
表
示

の
実
施
を
す
べ
き
で
は
な
い
か
。

　

住
居
表
示
を
実
施
す
る
と

な
る
と
、
町
民
の
方
々
の
ご
理

解
が
必
須
で
あ
ろ
う
と
考
え
て

い
る
。
た
だ
、
長
期
総
合
計
画

に
も
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
で
、

前
向
き
に
取
り
組
ん
で
い
く
必

要
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

　
　

地
籍
調
査
の
取
り
組
み

で
、
公
共
事
業
の
実
施
計
画
地

を
早
期
着
手
し
、
事
業
の
円
滑

化
を
図
る
べ
き
と
考
え
る
が
い

か
が
か
。

　
　

地
籍
調
査
の
必
要
性
や
効

果
は
十
分
承
知
し
て
い
る
。

　

合
併
時
の
課
題
で
あ
る
県
道

日
置
川
大
塔
線
を
考
慮
し
、
建
設

課
や
県
等
と
協
議
し
た
な
か
で
、

前
向
き
に
検
討
を
行
い
た
い
。

問 答

問答 答

問

問答

三
み く ら

倉　健
け ん じ

嗣　議員
（一問一答）

（地籍調査の早期着手を訴えた

　　　　日置川大塔線玉伝地区内の道路状況）

・保呂清掃センター内の借地と道路

・住居表示について
・日置川事務所長の責任と権限から

・地籍調査について



　
　

平
成
24
年
３
月
に
生
活

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
計
画
が
示
さ

れ
、
基
本
理
念
の
「
あ
が
ら
の

交
通
機
関
は
あ
が
ら
で
支
え
る

持
続
可
能
な
交
通
シ
ス
テ
ム
の

構
築
」と
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

　
病
気
や
障
害
の
あ
る
方
、
一

人
暮
ら
し
や
高
齢
者
等
、
い
わ

ゆ
る
交
通
弱
者
に
対
す
る
取

り
組
み
は
喫
緊
の
課
題
で
、
バ

ス
会
社
の
不
採
算
部
門
の
路

線
廃
止
に
ど
う
対
応
し
て
い

く
の
か
。

　
ま
た
、
和
歌
山
大
学
の
ア
ン

ケ
ー
ト
調
査
を
ど
の
よ
う
に
生

か
し
て
い
く
の
か
。

　
　

路
線
廃
止
と
な
れ
ば
、
そ

の
対
応
に
は
時
間
的
に
も
準
備

期
間
が
必
要
で
あ
り
、
周
辺
市

町
と
も
深
く
関
わ
り
が
あ
る
こ

と
か
ら
、
関
係
機
関
、
バ
ス
会

社
、
周
辺
市
町
、
県
、
国
と
も

十
分
協
議
を
進
め
て
い
く
必
要

が
あ
る
。

　

ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
に
つ
い
て

は
、
行
政
、
交
通
事
業
所
、
地

域
住
民
、
利
用
者
に
よ
る
協
議

を
深
め
、
取
り
組
み
を
進
め
る

必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

答

　
　

和
歌
山
放
送
の
難
視
聴
対

策
に
つ
い
て
、
今
ま
で
ど
の
よ

う
な
取
り
組
み
を
さ
れ
た
の
か
。

　

椿
地
区
に
お
け
る
テ
レ

ビ
和
歌
山
の
難
視
聴
に
つ
い
て

は
、
以
前
か
ら
改
善
に
つ
い
て

の
要
望
を
い
た
だ
い
て
お
り
、

町
と
し
て
は
総
務
省
、
近
畿
総

合
通
信
局
や
放
送
事
業
者
の
協

力
を
い
た
だ
き
な
が
ら
、
現
地

調
査
を
実
施
し
た
う
え
で
対
策

を
講
じ
、
改
善
を
し
て
き
た
と

こ
ろ
で
あ
る
。

　
　

国
土
交
通
省
の
大
雨
警

報
の
運
用
方
法
に
つ
い
て
、
国

道
42
号
の
一
目
坂
ト
ン
ネ
ル

か
ら
志
原
間
の
大
雨
警
報
に

よ
る
通
行
止
め
に
対
す
る
椿

地
区
の
孤
立
に
つ
い
て
、
柔
軟

な
運
用
方
法
は
な
い
の
か
。

　
　

原
則
、
す
べ
て
の
車
輌
は

通
行
止
め
と
し
て
い
る
が
、
や

む
を
得
な
い
場
合
に
限
り
、
危

険
を
認
識
し
た
う
え
で
、
運
転

手
の
責
任
に
お
い
て
緊
急
車

両
の
通
行
は
可
能
と
な
っ
て

い
る
。

　

こ
の
こ
と
か
ら
、
一
般
車
両

に
お
け
る
通
行
は
で
き
な
い

と
さ
れ
て
い
る
。

問

答

10NO.31

問

楠
くすもと

本　隆
たかのり

典　議員
（総　　括）

・地域交通ネットワークと

・行政課題
　　　　　　交通弱者について

問答

（生活路線バス）
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「
特
定
秘
密
保
護
法
」
の

成
立
は
、
国
民
に
不
安
を
与
え

て
い
る
。
町
長
の
政
治
理
念
に

基
づ
い
て
今
回
の
強
行
採
決
に

つ
い
て
、
い
か
が
お
考
え
か
。

　
　

特
定
秘
密
保
護
法
案
が
成

立
し
た
が
、
今
、
詳
し
い
こ
と

は
差
し
控
え
さ
せ
て
い
た
だ
き

た
い
。
最
終
的
に
こ
の
法
案
の

施
行
は
来
年
以
降
に
な
る
と
考

え
る
の
で
、
慎
重
に
見
守
り
続

け
て
い
き
た
い
。

　
　

経
常
的
経
費
が
90
％
を

占
め
る
厳
し
い
財
政
状
況
の

な
か
で
の
予
算
編
成
は
困
難

で
あ
る
。
福
祉
や
教
育
、
防
災

等
、
直
面
す
る
不
可
欠
な
課
題

に
つ
い
て
は
、
起
債
を
導
入
し

て
で
も
積
極
的
に
取
り
組
む

べ
き
と
考
え
る
が
い
か
が
。

　
　

限
ら
れ
た
財
源
の
な
か

で
は
あ
る
が
、
地
域
住
民
の
満

足
度
を
高
め
る
た
め
に
も
、
施

策
や
事
業
の
見
直
し
等
を
行

う
と
と
も
に
、
ど
の
よ
う
な
成

果
を
あ
げ
ら
れ
た
の
か
を
明

確
に
し
、
次
の
取
り
組
み
に
生

か
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

町
が
直
面
し
て
い
る
課
題
に

対
し
て
は
、
新
た
な
取
り
組
み

と
と
も
に
積
極
的
な
投
資
も
必

要
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

　
　

観
光
立
町
の
わ
が
町
に

と
っ
て
観
光
経
済
の
振
興
は
、

行
政
全
般
を
支
え
る
重
要
な

要
素
に
な
る
。
町
長
は
こ
れ
ま

で
に
「
地
域
活
性
化
審
議
会
」

の
設
立
や
東
ア
ジ
ア
か
ら
の

観
光
客
の
誘
致
等
の
構
想
を

述
べ
ら
れ
た
が
、
そ
の
後
の
経

過
や
成
果
、
そ
し
て
新
た
な
構

想
が
あ
れ
ば
う
か
が
い
た
い
。

　
　

湯
崎
漁
港
や
番
所
山
等

は
、
新
し
い
白
浜
の
魅
力
ア
ッ

プ
の
素
材
と
し
て
期
待
す
る
も

の
で
あ
り
、
今
後
の
交
通
形
態

を
考
え
た
取
り
組
み
等
に
も
っ

と
力
を
入
れ
、
観
光
振
興
に
つ

な
げ
て
い
き
た
い
。

　
　

旧
町
内
の
住
居
表
示
は

す
べ
て
番
地
で
あ
り
、
湯
崎
、

瀬
戸
、
大
浦
、
綱
不
知
等
、
一

連
の
地
名
は
す
べ
て
通
称
地

名
で
、
住
民
生
活
に
不
便
を
与

え
て
い
る
。
18
年
前
に
対
応
を

聞
い
た
が
、
改
革
へ
の
取
り
組

み
を
う
か
が
い
た
い
。

　
　

住
居
表
示
に
つ
い
て
は
、

長
期
総
合
計
画
に
も
掲
載
し

て
お
り
、
前
向
き
に
取
り
組
む

必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

先
進
地
の
取
り
組
み
内
容
を

参
考
し
な
が
ら
、
検
討
し
て
い

き
た
い
。　
　

　
　

こ
れ
ま
で
育
児
支
援
策

に
つ
い
て
は
、
全
国
に
先
駆
け

て
幼
児
保
育
の
一
元
化
や
土

曜
保
育
、
保
育
料
の
減
額
、
そ

し
て
小
学
生
の
医
療
費
の
無

料
化
等
、
積
極
的
な
取
り
組
み

を
展
開
し
て
き
た
が
、
今
後
も

中
学
生
の
医
療
費
の
無
料
化

や
独
自
の
育
児
手
当
の
支
給

等
、
お
母
さ
ん
が
安
心
し
て
子

ど
も
を
出
産
し
て
育
て
ら
れ

る
支
援
施
策
に
取
り
組
む
べ

き
で
は
な
い
か
。
特
に
中
学
生

の
医
療
費
の
無
料
化
に
つ
い

て
は
、
県
内
10
カ
町
村
が
実
施

し
て
お
り
、
前
向
き
の
対
応
を

要
望
す
る
。

　
　

新
た
な
町
単
独
で
の
育
児

手
当
の
給
付
に
つ
い
て
は
、
現

在
の
財
政
事
情
を
見
極
め
な
が

ら
、
多
方
面
か
ら
検
討
し
て
い

き
た
い
。

　

ま
た
、
子
ど
も
医
療
費
の
対

象
年
齢
の
引
き
上
げ
は
喫
緊
の

課
題
で
あ
る
の
で
、
皆
さ
ま
の

意
見
を
聞
き
な
が
ら
、
前
向
き

に
進
め
て
い
き
た
い
。

答 問問答

・政治理念と予算編成への取り組み

・旧白浜町の住居表示
・観光経済の振興

・子育て支援への取り組み正
ま さ き

木　司
し ろ う

良　議員
（総　　括）

（住居表示が番地になって公称地名が

　　　　　　　　　登記されていない旧白浜町）

問

問

問

答

答

答
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笠
かさはら

原　惠
え り こ

利子　議員
（一問一答）

・行政運営について
　（湯崎地区漁業振興施設）

　
　

行
政
経
営
と
は
、
行
政
が

保
有
す
る
経
営
資
源
を
効
率

的
、
効
果
的
に
運
用
し
て
、
住

民
の
福
祉
の
増
進
を
持
続
的

に
向
上
さ
せ
て
い
く
こ
と
で

あ
り
、
社
会
経
済
環
境
の
変
化

に
合
わ
せ
て
行
政
組
織
も
対

応
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
全
職
員
が
経
営
に
関
わ

り
、
意
識
、
運
営
方
法
、
政
策

を
変
え
、
地
域
社
会
を
元
気
に

す
る
と
い
う
使
命
を
果
た
す

こ
と
が
必
要
な
の
で
あ
る
。

　
施
設
の
指
定
管
理
料
に
つ
い

て
は
、
上
程
前
に
行
っ
た
全
員

協
議
会
で
同
様
の
意
見
が
再
三

出
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
当
初

の
内
容
で
上
程
し
て
お
き
、
付

帯
決
議
を
受
け
た
か
ら
減
額
し

た
と
は
あ
ま
り
に
も
無
責
任
で

あ
る
と
考
え
る
が
い
か
が
か
。

　
　

湯
崎
地
区
漁
業
振
興
施
設

の
指
定
管
理
委
託
料
に
つ
い
て

は
、
で
き
る
だ
け
時
間
を
か
け

て
指
定
管
理
者
で
あ
る
和
歌
山

南
漁
業
協
同
組
合
と
協
議
を
何

回
も
重
ね
、
施
設
の
オ
ー
プ
ン

ま
で
に
鋭
意
努
力
を
行
い
、
町

と
指
定
管
理
者
で
取
り
決
め
を

し
て
議
会
へ
報
告
し
た
と
こ
ろ

で
あ
る
。

　

ま
た
、
指
定
管
理
委
託
料
の

内
容
に
つ
い
て
は
、
町
広
報
で

も
示
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、

皆
さ
ま
か
ら
い
ろ
い
ろ
な
意
見

を
い
た
だ
く
な
か
、
最
終
的
に

議
会
の
付
帯
決
議
を
重
く
踏
ま

え
た
う
え
で
、
変
更
し
た
も
の

で
あ
る
。

　
　

真
剣
に
行
財
政
改
革
に
取

り
組
み
、
単
な
る
か
け
声
に
終

わ
る
こ
と
な
く
、
真
に
町
民
の

た
め
の
成
果
を
上
げ
な
い
と
い

け
な
い
。
つ
ま
り
、
行
財
政
改

革
も
結
果
を
出
さ
な
け
れ
ば
、

評
価
さ
れ
な
い
時
代
に
な
っ
た

わ
け
で
あ
る
。

　
行
政
は
町
民
満
足
度
の
向
上

を
め
ざ
し
て
、
多
様
な
町
民

ニ
ー
ズ
に
的
確
に
応
え
て
い
く

た
め
に
は
、
す
べ
て
の
こ
と
に

所
管
部
門
を
超
え
た
横
断
的
視

点
を
持
つ
必
要
が
あ
る
。

　
施
設
の
運
営
管
理
に
つ
い
て

は
、
担
当
課
と
町
長
の
み
で
協

議
を
し
て
お
り
、
庁
内
に
設
置

し
て
い
る
政
策
検
討
委
員
会
等

は
開
催
し
て
い
な
い
。
今
回
の

事
業
は
漁
業
振
興
だ
け
で
な

く
、
地
域
振
興
、
観
光
振
興
で

あ
り
、こ
の
よ
う
な
と
き
こ
そ
、

検
討
委
員
会
や
課
長
会
を
開
催

し
、
意
見
を
徴
し
、
検
討
す
る

べ
き
で
は
な
い
か
。

　
　

湯
崎
漁
港
整
備
事
業
の
み

な
ら
ず
、
関
連
し
て
い
る
担
当

課
を
含
め
、
庁
内
会
議
を
開
催

し
て
き
た
。

　

ま
た
、
検
討
委
員
会
や
課
長

会
に
お
い
て
も
報
告
を
行
い
、

意
見
を
聞
い
て
、
い
ろ
い
ろ
な

側
面
か
ら
共
通
認
識
を
図
っ
て

い
き
た
い
。

　
　

指
定
管
理
施
設
は
ほ
か
に

も
あ
り
、
ほ
か
の
指
定
管
理
に

も
大
き
な
影
響
を
与
え
る
も
の

で
あ
り
、
町
と
し
て
共
通
認
識

を
図
る
必
要
が
あ
る
事
項
で
は

な
い
か
。

　
　

指
定
管
理
施
設
は
ほ
か
に

も
い
ろ
い
ろ
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ

内
容
も
違
う
が
、
町
と
し
て
は

一
定
の
公
平
性
、
平
等
性
を
考

慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考

え
て
い
る
。

　

そ
う
い
っ
た
観
点
を
踏
ま

え
、
そ
れ
ぞ
れ
の
指
定
管
理
者

と
、
今
後
、
協
議
を
進
め
て
い

き
た
い
。

答 問

問

答

（町が指定管理している湯崎地区漁業振興施設）

※
こ
の
他
、
笠
原
議
員
は

大
型
共
同
作
業
場
、
町
立

保
育
園
に
つ
い
て
質
問
し

ま
し
た
。

問 答



13 NO.31

決算審査特別委員会審査報告

決算審査特別委員会審査報告書　総括意見　
　平成２４年度決算は、各種会計において、「新町まちづくり計画」をもとに、合併特
例債、過疎対策事業債等を活用し、教育施設、観光施設、漁港整備、通信基盤整備、
産業振興、地域振興等々の諸施策に意欲的に取り組んでいることが認められる。
　今後の行政施策の取り組みにおいては、第一次白浜町長期総合計画の基に、各種施
策が展開されるであろうが、その財源が町債に委ねるところが多いので、地域バラン
スや事業の優先順位などを十分考慮しながら、中長期的な見通しを立てて財政行政執
行に取り組まれたい。
　歳入においては、国内の経済状況は、長引く景気の低迷から回復の兆しは見られる
ものの、地方における景気の低迷は未だ回復していない。従って、町税収入の伸びは
期待できず、今後とも厳しい財政状況が予想されるため、将来を見据えた持続可能な
財政構築を望むところである。
　町税、国民健康保険税、各種使用料、手数料等の収入金については、町財政の根幹
である自主財源の低下を招くものであり、収納に対しては各課連携を密にして積極的
な滞納処分を実施するなど、税等負担の公平性の観点からも、一層の収納対策に取り
組まれたい。
　また、引き続き和歌山地方税回収機構との連携による有効な手だてを講じられたい。
　歳出においては、財政の深刻度を示す財政健全化比率は、それぞれ前年度決算より
さらに改善をしている。また、財政構造の弾力性を判断するための指標である経常収
支比率は、前年度決算より０．９％改善し、平成２４年度決算では９１．５％となった
ものの依然として高い数値で推移しており、財政構造の硬直化が見られることから、
今後も厳しい財政運営を強いられることが予想される。
　各種団体等への補助及び助成金について、補助基準の適正化に努め、年度の成果を
検証するとともに、次年度への活動目標に基づき、補助額の見直しを行うなど、さら
なる事業の活発化を求めたい。
　合併以来、行政経験の豊富な職員が多数退職している。早急に次世代を担う職員の
育成を望む。
　合併後７年半が経過しようとしている今日、特例債等の活用によって財政規模が非
常に大きくなっている。今後は、合併による財政優遇措置が切れる年次を想定しなが
ら白浜町の適正な財政規模について検討を望む。
　決算審査を行う意義は、「行政効果の客観的判断と、今後の改善や反省事項の把握と
活用」である。 
　当委員会で出された意見を真摯に受け止め、次年度予算の編成、執行に生かされた
い。また、今後とも、町民ニーズの変化や時代の要請に的確に対応できるよう、施策・
事業の計画的推進、重点化及び効果的な財源配分に努められたい。　　　　
　　【委員長】　丸本　安高　　【副委員長】　辻　成紀
　　【委　員】　水上　久美子　　笠原 惠利子　　正木　秀男　　三倉　健嗣

　本委員会は、白浜町の平成２４年度一般会計及び各種特別会計の１１件の会計決算を審査す
るため、１０月７日から１０月１１日までの間、４日間にわたってすべての部局を対象に委員
会を開催しました。
　以下に、平成２４年度白浜町決算審査特別委員会審査報告書の総括意見を掲載します。
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請願の審査結果
　本定例会までに提出された請願第１号「新聞への軽減税率適用についての請願書」につい
ては、総務観光常任委員会に審査を付託して審議を行い、採決の結果、賛成多数により採択
しました。
　請願審査報告書の内容並びに採決においての賛成者及び反対者については以下のとおり
です。

請願審査報告書の内容

　受理番号　　　平成２５年　請願　第１号
　受理年月日　　平成２５年１２月　６日
　件　　名　　　新聞への軽減税率適用についての請願書
　請願者の住所　大阪市北区梅田２丁目５－４　千代田ビル西館１０Ｆ　
　および氏名　　公益社団法人　日本新聞販売協会　
　　　　　　　　　近畿地区本部本部長　坂

さか

本
もと

　政
まさ

春
はる

　他１名
　紹介議員　　　水上　久美子
　審査結果　　　採　択

採決結果　　賛成者　　１１人　　反対者　　２人　　採　択　　　　
　　　　　　賛成者　　水上　久美子　　楠本　隆典　　笠原　惠利子　　正木　秀男　
　　　　　　　　　　　岡谷　裕計　　　玉置　一　　　湯川　秀樹　　　三倉　健嗣
　　　　　　　　　　　長野　莊一　　　辻　　成紀　　正木　司良
　　　　　　反対者　　丸本　安高　　　葊畑　敏雄

 提出した意見書
　定例会５日目には、２件の意見書の議員提案があり、意見書案第５号「新聞への消費税の軽
減税率適用を求める意見書」及び意見書案第６号 ｢特定秘密保護法の撤廃を求める意見書｣ は
反対、賛成討論を行い、採決の結果、意見書案第 5 号については、賛成多数により可決し、意
見書案第６号については賛成少数により否決しました。
　それぞれの提出者および賛成者、採決においての賛成者および反対者については次のとおり
です。
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新聞への消費税の軽減税率適用を求める意見書
　民主主義社会の主役は地域住民であり、その地域住民が正しい判断を下すには、政治や
経済、社会などさまざまな分野の情報を手軽に入手できる環境が重要になる。多くの先進
諸国では、民主主義社会を支える公共財として一定の要件を備えた新聞、書籍、雑誌にゼ
ロ税率や軽減税率を適用し、地域住民が知識を得る負担を軽減している。
　特に新聞は、世界各地で起こるさまざまな出来事を正確に報道し、多様な意見、論評を
広く地域住民に提供することができ、民主主義社会の健全な発展と国民生活の向上に大き
く寄与している。
　また、新聞販売店は、戸別宅配網を基盤とした経営を行っており、新聞の配達、集金、
営業といった業務を行いながらさまざまな情報提供をすることで地域住民の生活に大きく
寄与している。
　このような新聞販売店の活動は戸別配達網というネットワークがあるからこそ可能であ
り、多くの地域住民から支持されているとともに、各地域における雇用の場の確保にもつな
がっているのが現状である。
　よって国においては、次の事項を実現するよう強く求める。
１．消費税増税に当たり、複数税率を導入すること。
２．新聞に軽減税率を適用すること。　

　以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

　　平成２５年１２月１７日 　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　和歌山県白浜町議会 

【提出先】
内閣総理大臣　　財務大臣　　衆議院議長　　参議院議長

採決結果　　賛成者　　９人　　反対者　　４人　　可　決　　　　
　　　　　　賛成者　　水上　久美子　　楠本　隆典　　笠原　惠利子　　正木　秀男　
　　　　　　　　　　　岡谷　裕計　　　玉置　一　　　三倉　健嗣　　　長野　莊一
　　　　　　　　　　　辻　　成紀　　
　　　　　　反対者　　丸本　安高　　　葊畑　敏雄　　湯川　秀樹　　　正木　司良

反対討論（要約）　丸本　安高 議員

消費税率の来年４月からの引き上げについては、意見書が今年９月に葊畑議員から提出され
て、可決されなかったけれども、なぜ新聞だけに軽減税率の適用を求めるのか私は理解できない。

新聞を取られていない方も私はたくさん知っている。その点、日常生活に必要なもの、食料品、
電気、この時期になったら寒いので灯油も必要である。これも求めていくべきではないか。そ
もそも消費税増税に賛成した党から軽減税率を求めていくことは、この法律に欠陥があるとい
うことを認めていると思う。それで、政治というものは、議会でどこから税金を徴収して、ど
のように使うか、これを政策的に議決して決めるところだと思うので、私は新聞に限っての軽
減税率は賛成いたしかねる。

意見書案第５号　　新聞への消費税の軽減税率適用を求める意見書　　
　　　　　　　　　提出者　岡谷　裕計
　　　　　　　　　賛成者　三倉　健嗣　　楠本　隆典　　正木　秀男　　玉置　一
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意見書案第６号　　特定秘密保護法の撤廃を求める意見書　　
　　　　　　　　　提出者　葊畑　敏雄　　賛成者　丸本　安高
　　　　　　　　　採決結果　　賛成者　　３人　　反対者　　１０人　　否　決　　　　
　　　　　　賛成者　　丸本　安高　　　葊畑　敏雄　　正木　司良
　　　　　　反対者　　水上　久美子　　楠本　隆典　　笠原　惠利子　　正木　秀男　
　　　　　　　　　　　岡谷　裕計　　　玉置　一　　　湯川　秀樹　　　三倉　健嗣
　　　　　　　　　　　長野　莊一　　　辻　　成紀　　

反対討論（要約）　岡谷　裕計 議員

特定秘密保護法は１２月１３日に公布された。日本を取り巻く安全保障環境が厳しくなるな
かで、大量破壊兵器や国際テロリズム等に対処する重要情報を入手することが喫緊の課題であ
る。わが国の行政機関の情報保護能力は西洋先進国と比べて遅れており、外国政府や国際機関
から情報提供を受けるまでの信頼関係が築けていない。また、わが国の安全保障に関する重要
な情報の漏えいを防ぐ法整備も万全でない。今回の臨時国会でもいろいろな意見が出て、国民
の関心が高まり多様な意見、懸念を表明する声も大きいことは存じているが、今後の立法府の
役目がますます重要であると思うので、この１年をかけてしっかりと国政の場で協議をして、
日本国を守っていく法案として進めてほしいということで、この撤廃を求める意見書に反対で
ある。

賛成討論（要約）　正木　司良 議員

わが国は、防衛のための戦略的な機密漏洩を防ぐ法律はすでに制定されており、それだけに、
今回のさらなる新法の成立には、その趣旨が明確でなく国民の理解が得られていない。今回の
新法の成立は、都合の悪いことはすべて秘密にして、国民の知る権利や思想、言論を厳しく弾
圧した戦前の「国家治安維持法」の再現につながらないか。半生を新聞記者として、温かい人
間愛と社会正義を自らの信条として国民に真実を訴えてきた私は、今回の強行採決に不安を覚
える。いま一度、誠意をもって国民の理解が得られる公正な手続きを経て、改めて信を問うべ
きであり、意見書案に賛成する。

反対討論（要約）　玉置　一 議員

秘密というものの価値、これを今この法案は問うているんだと思う。秘密には価値がある。
価値があるから秘密にする。秘密を守る方法が、法案が抜け道があるからこそ、この法案が提
出されたとみている。国のどれだけの秘密が海外に漏れて、日本がどれだけ損失しているかと
いうことは私どもはわからないけれども、相当の価値のものが流出していると考えられる。そ
のなかで、ぜひ、金庫の外に金庫を置いて。なにもスパイ防止法みたいな拡大解釈することは
ない。日本の価値を守る。日本の価値を守るということは国民の価値を守ることである。そう
いう意味から言って、もっとしっかり日本の利益を守るための新しい法案づくりによって、そ
れが促進されると私は考えるので、この法案が成立することに賛成をし、この意見書に反対で
ある。
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　１１月２２日、和歌山県自治会館（和
歌山市）において、和歌山県町村議会委
員長・副委員長研修会が行われ、白浜町
議会からは６人の議員が参加しました。
　研修会では、市町村アカデミー客員
教授の大

おお つか やす お

塚康男氏から「委員会の運営
等について」というテーマで、委員会
の円滑な運営の仕方等について、また、
議員は営利企業の従事制限が規定され
ている「兼業の禁止」について詳しく
ご講演いただき、充実した研修となり

ました。

和歌山県町村議会委員長・副委員長研修会

　 １１月１９日、リゾートホテルラ

フォーレ南紀白浜において、田辺市及び

周辺町議会議員研修会が行われ、白浜町

議会からは全議員が参加しました。

　研修会では、首都大学東京大学院教授

の大
おお すぎ

杉 覚
さとる

氏から「人口減少を見据えた

自治体経営」というテーマで、自治体間

の連携の重要性や、今後、自治体行政に

求められること等についてご講演いただ

き、参加者全員熱心に聴講しました。

田辺市及び周辺町議会議員研修会

活 報動 告
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町議会・町議会議長の主な動き
（１０月１日～１２月３１日）

10
月
２
日　
　

西
牟
婁
郡
議
長
会
行
政
調
査

　
　

～
４
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
岐
阜
）

　
　

３
日　
　

文
教
厚
生
常
任
委
員
会

　
　

６
日　
　

第
47
回
町
民
体
育
大
会

　
　

７
日　
　

決
算
審
査
特
別
委
員
会

　
　

８
日　
　

決
算
審
査
特
別
委
員
会

　
　

９
日　
　

議
会
広
報
特
別
委
員
会

　
　
　
　
　
　

議
員
懇
談
会

　
　

10
日　
　

決
算
審
査
特
別
委
員
会

　
　

11
日　
　

決
算
審
査
特
別
委
員
会

　
　

19
日　
　

第
４
回
暴
力
団
追
放
白
浜
町
民
大
会

　
　

22
日　
　

公
立
紀
南
病
院
組
合
議
会
定
例
会

　
　

24
日　
　

全
員
協
議
会

　
　
　
　
　
　

議
員
懇
談
会

　
　

31
日　
　

北
富
田
小
学
校
起
工
式

　
　
　

11
月
６
日　
　

紀
南
環
境
広
域
施
設
組
合
議
会
臨
時
会

　
　
　
　
　
　

全
員
協
議
会

　
　
　
　
　
　

議
員
懇
談
会

　
　

７
日　
　

大
辺
路
衛
生
施
設
組
合
議
会
定
例
会

　
　

８
日　
　

田
辺
周
辺
広
域
市
町
村
圏
組
合
議
会
決

　
　
　
　
　
　

算
監
査　
　

　
　
　
　
　
　

富
田
川
衛
生
施
設
組
合
議
会
定
例
会

　
　

10
日　
　

第
23
回
南
紀
日
置
川
リ
バ
ー
サ
イ
ド
マ

　
　
　
　
　
　

ラ
ソ
ン

　
　

11
日　
　

紀
南
地
方
老
人
福
祉
施
設
組
合
議
会
臨

　
　
　
　
　
　

時
会　

　
　

12
日　
　

第
57
回
町
村
議
会
議
長
会
全
国
大
会

　
　

～
13
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
東
京
）

　
　

14
日　
　

全
員
協
議
会

　
　
　
　
　
　

議
員
懇
談
会　
　

　
　

19
日　
　

田
辺
市
及
び
周
辺
町
議
会
議
員
研
修
会

　
　

20
日　
　

公
立
紀
南
病
院
組
合
事
業
決
算
審
査
特

　
　
　
　
　
　

別
委
員
会

　
　

22
日　
　

和
歌
山
県
町
村
議
会
委
員
長
・
副
委
員

　
　
　
　
　
　

長
研
修
会

　
　

25
日　
　

田
辺
周
辺
広
域
市
町
村
圏
組
合
議
会　

　
　
　
　
　
　

定
例
会

　
　

27
日　
　

議
会
運
営
委
員
会

　
　
　
　
　
　

議
員
懇
談
会

　
　

28
日　
　

文
教
厚
生
常
任
委
員
協
議
会

　　
12
月
１
日　
　

白
浜
は
ま
ゆ
う
病
院
新
本
館
竣
工
式

　
　

４
日　
　

第
４
回
定
例
会
（
第
１
日
）

　
　
　
　
　
　

全
員
協
議
会

　
　
　
　
　
　

議
員
懇
談
会

　
　

11
日　
　

第
４
回
定
例
会
（
第
２
日
）

　
　
　
　
　
　

議
会
運
営
委
員
会

　
　
　
　
　
　

総
務
観
光
常
任
委
員
会

　
　

12
日　
　

第
４
回
定
例
会
（
第
３
日
）

　
　

13
日　
　

第
４
回
定
例
会
（
第
４
日
）

　
　
　
　
　
　

議
会
運
営
委
員
会

　
　

17
日　
　

第
４
回
定
例
会
（
第
５
日
）

　
　
　
　
　
　

議
会
運
営
委
員
会

　
　
　
　
　
　

全
員
協
議
会

　
　
　
　
　
　

議
員
懇
談
会

　
　

24
日　
　

富
田
川
治
水
組
合
議
会
定
例
会

　
　

25
日　
　

公
立
紀
南
病
院
組
合
議
会
定
例
会

議会広報特別委員会

委員長　　楠本　隆典

副委員長　葊畑　敏雄

委　員　　正木　秀男

委　員　　長野　莊一

委　員　　辻　　成紀

委　員　　正木　司良

　

二
十
四
節
気
の
大
寒
が
近
づ
き
、
厳
し
い
寒

さ
が
続
い
て
い
ま
す
。

　

今
議
会
の
一
般
質
問
は
９
人
が
立
ち
、
各
分
野

に
お
い
て
、当
局
の
見
解
を
求
め
た
と
こ
ろ
で
す
。

　

議
会
に
お
い
て
も
定
数
削
減
に
と
も
な
い
、

現
在
の
３
常
任
委
員
会
か
ら
２
常
任
委
員
会
に

す
る
条
例
改
正
を
行
い
ま
し
た
。

　

ま
た
、
議
員
が
本
会
議
、
委
員
会
等
に
出
席

し
た
場
合
の
費
用
弁
償
の
支
給
額
を
削
減
す
る

条
例
の
制
定
を
行
い
ま
し
た
。

　

意
見
書
案
２
件
の
審
議
で
は
、
反
対
、
賛
成

討
論
が
行
わ
れ
、
採
決
の
結
果
、
１
件
可
決
、

１
件
否
決
と
な
り
ま
し
た
。

　

わ
れ
わ
れ
議
員
の
任
期
も
、
あ
と
２
カ
月
と
な

り
ま
し
た
。
残
さ
れ
た
時
間
は
短
い
で
す
が
、
こ

れ
か
ら
も
町
民
の
皆
さ
ま
の
信
託
に
応
え
ら
れ
る

よ
う
、
精
神
誠
意
取
り
組
ん
で
ま
い
り
ま
す
。

　

平
成
26
年
が
町
民
の
皆
さ
ま
に
と
っ
て
、
良
い

お
年
に
な
り
ま
す
よ
う
ご
祈
念
申
し
上
げ
ま
す
。

　 編
集
後
記


